
   介護老人保健施設入所利用単位及び料金表 

（2019年 10月 1日改正） 

（１）基本単位数 ※1単位＝10.14円の計算となります。 

① 多床室基本報酬（１日当り単位 ・ カッコ内は自己負担 1割分換算後、概ねの料金） 

（ 基本型 ）                                （ その他 ） 

要介護 １      ７７５単位  （785円）     要介護 １      ７５６単位  （766円）  

要介護 ２      ８２３単位  （834円）     要介護 ２      ８０３単位  （814円） 

要介護 ３      ８８４単位  （896円）     要介護 ３      ８６２単位  （874円） 

要介護 ４      ９３５単位  （948円）     要介護 ４      ９１２単位  （924円） 

要介護 ５      ９８９単位  （1,002円）    要介護 ５      ９６４単位  （977円） 

 

従来型個室基本報酬 

（ 基本型 ）                     （ その他 ） 

要介護 １      ７０１単位   (710円)     要介護 １      ６８４単位   （693円） 

要介護 ２      ７４６単位  （756円）     要介護 ２      ７２８単位   （738円 

要介護 ３      ８０８単位  （819円）     要介護 ３      ７８８単位   （799円） 

要介護 ４      ８６０単位  （872円）     要介護 ４      ８３９単位   （850円） 

要介護 ５      ９１１単位  （923円）     要介護 ５      ８８９単位   （901円） 

   
② 夜勤職員配置加算            １日当り   ２４単位  （24円）（夜勤配置：看護及び介護職員 6名体制） 

  ③ 初期加算               １日当り   ３０単位  （30円） (入所後３０日間に限る) 

  ④ 短期集中リハビリテーション実施加算  １日当り  ２４０単位  （243円） (入所後３ヶ月間に限る) 

⑤ 若年性認知症入所者受入加算      １日当り  １２０単位  （121円） 

  ⑥ 栄養マネジメント加算         １日当り   １４単位    （14円） 

  ⑦ 口腔衛生管理体制加算         １月当り   ３０単位  （30円） 

  ⑧ 口腔衛生管理加算           １月当り   ９０単位   (91円） 

  ⑨ 経口移行加算             １日当り   ２８単位    （28円）（経管栄養の場合） 

  ⑩ 経口維持加算（Ⅰ）          １月当り  ４００単位   （405円）（摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる場合） 

  ⑪ 経口維持加算（Ⅱ）          １月当り  １００単位   （101円） 

                       ※⑨は原則１８０日、⑩・⑪は原則６ヶ月まで 

  ⑫ 療養食加算              １回当り    ６単位    （6円）（医師の指示箋に基づく場合、1日 3食を限度とする） 

  ⑬ サービス提供体制強化加算（Ⅱ）    １日当り    ６単位    （6円）（看護・介護職員の総数のうち常勤職員の占める 

⑭ ターミナルケア加算          １日当り１，６５０単位（1，673円）（逝去日に限る）      割合が 75％以上） 

     （対応可能と判断された場合のみ適応） １日当り   ８２０単位   （831円）（逝去日前日及び前々日に限る） 

                       １日当り  １６０単位   （162円）（逝去日以前 4日～30日間に限る） 

⑮ 所定疾患施設療養費(Ⅱ)                １日当り    ４８０単位   （486円）（1ヶ月に１回、連続して 7日間に限る） 

  （肺炎・尿路感染症等の発症時に医療的処置を行った場合） 

⑯ 認知症行動・心理症状緊急対応加算   １日当り  ２００単位   （202円）（必要時、入所後 7日間に限る） 

⑰ 地域連携診療計画情報提供加算     １回当り   ３００単位   （304円）(退院後の入所時に対応を要す場合、１回に限る) 

⑱ かかりつけ医連携薬剤調整加算     １回当り  １２５単位   (126円)（１人１回を限度とする） 

⑲ 排せつ支援加算            １月当り  １００単位   (101円) 

⑳ 褥瘡マネジメント加算         １月当り   １０単位   （10円）(３ヶ月に 1回を限度とする) 

㉑ 低栄養リスク改善加算         １月当り  ３００単位  （304円）（新規利用時又は再入所時のみ算定） 

㉒ 再入所時栄養連携加算         １回当り  ４００単位  （405円）（再入所時 1回に限る） 

㉓ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）      １月当り  上記料金①～㉒の合計の 3.9％相当単位※ 

㉔ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）   １月当り  算定単位数の 1000分の 17 

                                                             

（２）その他の料金（実費負担分） 

認定区分 第 1段階 第 2段階 第 3段階 第 4段階（基準費用額） 

①食費 300円/日 390円/日 650円/日 朝食 400円  昼食 650円  夕食 650円 

②居住費（多床室）  0円/日 370円/日 390円/日 470円/日 

居住費（個 室） 490円/日 490円/日 1，330円/日 1，660円/日 

③ 日用消耗品費       １日当り         ３８０円    ⑦ おやつ代             1０８円 

④ 教養娯楽費        １日当り         １１０円    ⑧ 電気料金   1品 1日当り      ５０円 

⑤ 理美容代（委託）                  実  費 

⑥ 私物洗濯代（委託）    １ネット（上下衣類）    ４００円 

（施設にての洗濯）※失禁時等の必要時のみ、１点あたり・・ 

布パンツ・肌着類・靴下（１足）等    ４０円 

ズボン・シャツ・トレーナー類等    ７０円 

クッション・座布団･靴類等      １００円                 

 

※記載の加算については主たるものになります。詳細についてはお問い合わせください。 

介護老人保健施設 

                                               五洋の里 


